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◎
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
組
織
的
な
殺
人
等
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
が
、
団
体
の
活
動
（
団
体
の

意
思
決
定
に
基
づ
く
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
果
又
は
こ
れ
に
よ
る
利
益
が

当
該
団
体
に
帰
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
、
当
該
罪
に

当
た
る
行
為
を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
罪

を
犯
し
た
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
刑
に
処
す
る
。 

一 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
（
封
印
等
破

棄
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ

れ
ら
の
併
科 

二 

刑
法
第
九
十
六
条
の
二
（
強
制
執
行
妨
害
目
的
財
産
損
壊
等
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

三 

刑
法
第
九
十
六
条
の
三
（
強
制
執
行
行
為
妨
害
等
）
の
罪 
五
年
以
下

の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

四 

刑
法
第
九
十
六
条
の
四
（
強
制
執
行
関
係
売
却
妨
害
）
の
罪 

五
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

五 

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
（
常
習
賭
博
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役 

六 

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
（
賭
博
場
開
張
等
図
利
）
の
罪 

三
月
以

上
七
年
以
下
の
懲
役 

（
組
織
的
な
殺
人
等
） 

第
三
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
行
為
が
、
団
体
の
活
動
（
団
体
の

意
思
決
定
に
基
づ
く
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
果
又
は
こ
れ
に
よ
る
利
益
が

当
該
団
体
に
帰
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
、
当
該
罪
に

当
た
る
行
為
を
実
行
す
る
た
め
の
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
罪

を
犯
し
た
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
刑
に
処
す
る
。 

一 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
（
封
印
等
破

棄
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ

れ
ら
の
併
科 

二 

刑
法
第
九
十
六
条
の
二
（
強
制
執
行
妨
害
目
的
財
産
損
壊
等
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

三 

刑
法
第
九
十
六
条
の
三
（
強
制
執
行
行
為
妨
害
等
）
の
罪 

五
年
以
下

の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

四 

刑
法
第
九
十
六
条
の
四
（
強
制
執
行
関
係
売
却
妨
害
）
の
罪 

五
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科 

五 
刑
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
（
常
習
賭
博
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲
役 

六 

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
（
賭
博
場
開
張
等
図
利
）
の
罪 

三
月
以

上
七
年
以
下
の
懲
役 
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七 

刑
法
第
百
九
十
九
条
（
殺
人
）
の
罪 

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
六
年

以
上
の
懲
役 

八 
刑
法
第
二
百
二
十
条
（
逮
捕
及
び
監
禁
）
の
罪 

三
月
以
上
十
年
以
下

の
懲
役 

九 

刑
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
強
要
）
の
罪 

五
年
以

下
の
懲
役 

十 

刑
法
第
二
百
二
十
五
条
の
二
（
身
の
代
金
目
的
略
取
等
）
の
罪 

無
期

又
は
五
年
以
上
の
懲
役 

十
一 

刑
法
第
二
百
三
十
三
条
（
信
用
毀
損
及
び
業
務
妨
害
）
の
罪 

五
年

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

十
二 

刑
法
第
二
百
三
十
四
条
（
威
力
業
務
妨
害
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

十
三 

刑
法
第
二
百
三
十
五
条
（
窃
盗
）
の
罪 
一
年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

十
四 

刑
法
第
二
百
四
十
六
条
（
詐
欺
）
の
罪 

一
年
以
上
の
有
期
懲
役 

十
五 

刑
法
第
二
百
四
十
九
条
（
恐
喝
）
の
罪 

一
年
以
上
の
有
期
懲
役 

十
六 

刑
法
第
二
百
五
十
六
条
第
二
項
（
盗
品
有
償
譲
受
け
等
）
の
罪 

一

年
以
上
の
有
期
拘
禁
刑
及
び
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

十
七 

刑
法
第
二
百
六
十
条
前
段
（
建
造
物
等
損
壊
）
の
罪 

七
年
以
下
の

懲
役 

２ 

団
体
に
不
正
権
益
（
団
体
の
威
力
に
基
づ
く
一
定
の
地
域
又
は
分
野
に
お

け
る
支
配
力
で
あ
っ
て
、
当
該
団
体
の
構
成
員
に
よ
る
犯
罪
そ
の
他
の
不
正

な
行
為
に
よ
り
当
該
団
体
又
は
そ
の
構
成
員
が
継
続
的
に
利
益
を
得
る
こ
と

七 

刑
法
第
百
九
十
九
条
（
殺
人
）
の
罪 

死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
六
年

以
上
の
懲
役 

八 

刑
法
第
二
百
二
十
条
（
逮
捕
及
び
監
禁
）
の
罪 

三
月
以
上
十
年
以
下

の
懲
役 

九 

刑
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
強
要
）
の
罪 

五
年
以

下
の
懲
役 

十 

刑
法
第
二
百
二
十
五
条
の
二
（
身
の
代
金
目
的
略
取
等
）
の
罪 

無
期

又
は
五
年
以
上
の
懲
役 

十
一 

刑
法
第
二
百
三
十
三
条
（
信
用
毀
損
及
び
業
務
妨
害
）
の
罪 

五
年

以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

十
二 

刑
法
第
二
百
三
十
四
条
（
威
力
業
務
妨
害
）
の
罪 

五
年
以
下
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金 

〔
新
設
〕 

 

十
三 

刑
法
第
二
百
四
十
六
条
（
詐
欺
）
の
罪 

一
年
以
上
の
有
期
懲
役 

十
四 

刑
法
第
二
百
四
十
九
条
（
恐
喝
）
の
罪 

一
年
以
上
の
有
期
懲
役 

〔
新
設
〕 

 

十
五 

刑
法
第
二
百
六
十
条
前
段
（
建
造
物
等
損
壊
）
の
罪 

七
年
以
下
の

懲
役 

２ 
団
体
に
不
正
権
益
（
団
体
の
威
力
に
基
づ
く
一
定
の
地
域
又
は
分
野
に
お

け
る
支
配
力
で
あ
っ
て
、
当
該
団
体
の
構
成
員
に
よ
る
犯
罪
そ
の
他
の
不
正

な
行
為
に
よ
り
当
該
団
体
又
は
そ
の
構
成
員
が
継
続
的
に
利
益
を
得
る
こ
と
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を
容
易
に
す
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
得
さ
せ
、
又
は
団
体
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く

は
拡
大
す
る
目
的
で
、
前
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
三
号
、
第
十

四
号
及
び
第
十
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
者
も
、
同
項
と
同

様
と
す
る
。 

 

（
未
遂
罪
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
（
刑
法
第
二
百
二
十
五
条

の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
罪
に
係
る
前
条
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。 

 

（
国
外
犯
） 

第
十
二
条 

第
三
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
七
号

に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
罪
に
係

る
同
条
の
罪
並
び
に
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪
は
刑
法
第
四
条

の
二
の
例
に
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
二
条
の
罪
は
同
法

第
三
条
の
例
に
従
う
。 

 

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

一 

第
三
条
（
組
織
的
な
殺
人
等
）
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

（
不
法
収
益
等
に
よ
る
法
人
等
の
事
業
経
営
の
支
配
を
目
的
と
す
る
行

為
）
、
第
十
条
第
一
項
（
犯
罪
収
益
等
隠
匿
）
又
は
第
十
一
条
（
犯
罪
収

益
等
収
受
）
の
罪 

を
容
易
に
す
べ
き
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
得
さ
せ
、
又
は
団
体
の
不
正
権
益
を
維
持
し
、
若
し
く

は
拡
大
す
る
目
的
で
、
前
項
各
号
（
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
十
三
号
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。 

  

（
未
遂
罪
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
（
刑
法
第
二
百
二
十
五
条

の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ

る
罪
に
係
る
前
条
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。 

 

（
国
外
犯
） 

第
十
二
条 

第
三
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
五
号

に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
罪
に
係

る
同
条
の
罪
並
び
に
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
罪
は
刑
法
第
四
条

の
二
の
例
に
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
二
条
の
罪
は
同
法

第
三
条
の
例
に
従
う
。 

 

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

一 

第
三
条
（
組
織
的
な
殺
人
等
）
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

（
不
法
収
益
等
に
よ
る
法
人
等
の
事
業
経
営
の
支
配
を
目
的
と
す
る
行

為
）
、
第
十
条
第
一
項
（
犯
罪
収
益
等
隠
匿
）
又
は
第
十
一
条
（
犯
罪
収

益
等
収
受
）
の
罪 
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二
イ
～
ツ 

〔
略
〕 

ネ 

刑
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
（
不
動
産
侵
奪
）
、
第
二
百
三
十
六
条

（
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
（
事
後
強
盗
）
又
は
第
二
百
三
十
九
条 

（
昏こ
ん

酔
強
盗
）
の
罪 

ナ
・
ラ 

〔
略
〕 

〔
削
る
〕 

三
～
九
十
三 

〔
略
〕 

二
イ
～
ツ 

〔
略
〕 

ネ 

刑
法
第
二
百
三
十
五
条
か
ら
第
二
百
三
十
六
条
ま
で
（
窃
盗
、
不
動

産
侵
奪
、
強
盗
）
、
第
二
百
三
十
八
条
（
事
後
強
盗
）
又
は
第
二
百
三 

十
九
条
（
昏こ
ん

酔
強
盗
）
の
罪 

ナ
・
ラ 

〔
略
〕 

ム 

刑
法
第
二
百
五
十
六
条
第
二
項
（
盗
品
有
償
譲
受
け
等
）
の
罪 

三
～
九
十
三 

〔
略
〕 
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○
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
三
百
五
十
条
の
二 

検
察
官
は
、
特
定
犯
罪
に
係
る
事
件
の
被
疑
者
又
は
被

告
人
が
特
定
犯
罪
に
係
る
他
人
の
刑
事
事
件
（
以
下
単
に
「
他
人
の
刑
事
事

件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す

る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
証
拠
の
重
要
性
、
関
係
す
る
犯
罪
の
軽
重
及
び
情

状
、
当
該
関
係
す
る
犯
罪
の
関
連
性
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
の
間
で
、
被
疑
者
又
は
被

告
人
が
当
該
他
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
同
号
に
掲
げ
る

行
為
を
し
、
か
つ
、
検
察
官
が
被
疑
者
又
は
被
告
人
の
当
該
事
件
に
つ
い
て

一
又
は
二
以
上
の
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
合
意

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
行
為 

イ 

第
百
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
取
調
べ
に
際
し
て
真

実
の
供
述
を
す
る
こ
と
。 

ロ 

証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
真
実
の
供
述
を
す
る
こ

と
。 

ハ 

検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
に
よ
る
証
拠
の
収
集
に

関
し
、
証
拠
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
す
る
こ
と
（
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 

第
三
百
五
十
条
の
二 

検
察
官
は
、
特
定
犯
罪
に
係
る
事
件
の
被
疑
者
又
は
被

告
人
が
特
定
犯
罪
に
係
る
他
人
の
刑
事
事
件
（
以
下
単
に
「
他
人
の
刑
事
事

件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す

る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
証
拠
の
重
要
性
、
関
係
す
る
犯
罪
の
軽
重
及
び
情

状
、
当
該
関
係
す
る
犯
罪
の
関
連
性
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
の
間
で
、
被
疑
者
又
は
被

告
人
が
当
該
他
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
同
号
に
掲
げ
る

行
為
を
し
、
か
つ
、
検
察
官
が
被
疑
者
又
は
被
告
人
の
当
該
事
件
に
つ
い
て

一
又
は
二
以
上
の
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
合
意

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
行
為 

イ 

第
百
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
の
取
調
べ
に
際
し
て
真

実
の
供
述
を
す
る
こ
と
。 

ロ 

証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
真
実
の
供
述
を
す
る
こ

と
。 

ハ 
検
察
官
、
検
察
事
務
官
又
は
司
法
警
察
職
員
に
よ
る
証
拠
の
収
集
に

関
し
、
証
拠
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
す
る
こ
と
（
イ
及
び
ロ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。 
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二 

次
に
掲
げ
る
行
為 

イ 

公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
。 

ロ 
公
訴
を
取
り
消
す
こ
と
。 

ハ 

特
定
の
訴
因
及
び
罰
条
に
よ
り
公
訴
を
提
起
し
、
又
は
こ
れ
を
維
持

す
る
こ
と
。 

ニ 

特
定
の
訴
因
若
し
く
は
罰
条
の
追
加
若
し
く
は
撤
回
又
は
特
定
の
訴

因
若
し
く
は
罰
条
へ
の
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
。 

ホ 

第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
お
い
て
、

被
告
人
に
特
定
の
刑
を
科
す
べ
き
旨
の
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
。 

ヘ 

即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
。 

ト 

略
式
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
。 

② 

前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
（
死
刑
又
は
無

期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

一 

刑
法
第
九
十
六
条
か
ら
第
九
十
六
条
の
六
ま
で
若
し
く
は
第
百
五
十
五

条
の
罪
、
同
条
の
例
に
よ
り
処
断
す
べ
き
罪
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の

罪
、
同
法
第
百
五
十
八
条
の
罪
（
同
法
第
百
五
十
五
条
の
罪
、
同
条
の
例

に
よ
り
処
断
す
べ
き
罪
又
は
同
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
罪
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
五
十
九
条
か
ら
第
百
六
十

三
条
の
五
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
か
ら
第
百
九
十
七
条
の
四
ま
で
、
第
百

九
十
八
条
若
し
く
は
第
二
百
三
十
五
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
四
十
三
条
の

罪
（
同
法
第
二
百
三
十
五
条
の
罪
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第

二
百
四
十
六
条
か
ら
第
二
百
五
十
条
ま
で
、
第
二
百
五
十
二
条
か
ら
第
二

百
五
十
四
条
ま
で
若
し
く
は
第
二
百
五
十
六
条
第
二
項
の
罪 

二 

次
に
掲
げ
る
行
為 

イ 

公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
。 

ロ 

公
訴
を
取
り
消
す
こ
と
。 

ハ 

特
定
の
訴
因
及
び
罰
条
に
よ
り
公
訴
を
提
起
し
、
又
は
こ
れ
を
維
持

す
る
こ
と
。 

ニ 

特
定
の
訴
因
若
し
く
は
罰
条
の
追
加
若
し
く
は
撤
回
又
は
特
定
の
訴

因
若
し
く
は
罰
条
へ
の
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
。 

ホ 

第
二
百
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
お
い
て
、

被
告
人
に
特
定
の
刑
を
科
す
べ
き
旨
の
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
。 

ヘ 

即
決
裁
判
手
続
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
。 

ト 

略
式
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
。 

② 

前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
犯
罪
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
（
死
刑
又
は
無

期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

一 

刑
法
第
九
十
六
条
か
ら
第
九
十
六
条
の
六
ま
で
若
し
く
は
第
百
五
十
五

条
の
罪
、
同
条
の
例
に
よ
り
処
断
す
べ
き
罪
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の

罪
、
同
法
第
百
五
十
八
条
の
罪
（
同
法
第
百
五
十
五
条
の
罪
、
同
条
の
例

に
よ
り
処
断
す
べ
き
罪
又
は
同
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
罪
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
百
五
十
九
条
か
ら
第
百
六

十
三
条
の
五
ま
で
、
第
百
九
十
七
条
か
ら
第
百
九
十
七
条
の
四
ま
で
、
第

百
九
十
八
条
、
第
二
百
四
十
六
条
か
ら
第
二
百
五
十
条
ま
で
若
し
く
は
第

二
百
五
十
二
条
か
ら
第
二
百
五
十
四
条
ま
で
の
罪 
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二 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
三
号
か

ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
、
同
項
第
十
三
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
の
未
遂
罪
又
は
組
織
的
犯

罪
処
罰
法
第
十
条
若
し
く
は
第
十
一
条
の
罪 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
租
税
に
関
す
る
法
律
、
私
的
独
占
の

禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

十
四
号
）
又
は
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

の
罪
そ
の
他
の
財
政
経
済
関
係
犯
罪
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

四 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
罪 

イ 

爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治
十
七
年
太
政
官
布
告
第
三
十
二
号
） 

ロ 

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
） 

ハ 

覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
） 

ニ 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
） 

ホ 

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
） 

ヘ 

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
） 

ト 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
） 

チ 

国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行

為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
） 

五 

刑
法
第
百
三
条
、
第
百
四
条
若
し
く
は
第
百
五
条
の
二
の
罪
又
は
組
織

的
犯
罪
処
罰
法
第
七
条
の
罪
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

二 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
三
号
若
し
く
は

第
十
四
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
、
同
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第

十
四
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
の
未
遂
罪
又
は
組
織
的
犯
罪
処
罰

法
第
十
条
若
し
く
は
第
十
一
条
の
罪 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
租
税
に
関
す
る
法
律
、
私
的
独
占
の

禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

十
四
号
）
又
は
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

の
罪
そ
の
他
の
財
政
経
済
関
係
犯
罪
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の 

四 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
罪 

イ 

爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治
十
七
年
太
政
官
布
告
第
三
十
二
号
） 

ロ 

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
） 

ハ 

覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
） 

ニ 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
） 

ホ 

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
） 

ヘ 

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
） 

ト 

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
） 

チ 

国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行

為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
四
号
） 

五 

刑
法
第
百
三
条
、
第
百
四
条
若
し
く
は
第
百
五
条
の
二
の
罪
又
は
組
織

的
犯
罪
処
罰
法
第
七
条
の
罪
（
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
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掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
七

条
の
二
の
罪
（
い
ず
れ
も
前
各
号
に
掲
げ
る
罪
を
本
犯
の
罪
と
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

③ 

第
一
項
の
合
意
に
は
、
被
疑
者
若
し
く
は
被
告
人
が
す
る
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
行
為
又
は
検
察
官
が
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
随
す
る

事
項
そ
の
他
の
合
意
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し

て
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

掲
げ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
七

条
の
二
の
罪
（
い
ず
れ
も
前
各
号
に
掲
げ
る
罪
を
本
犯
の
罪
と
す
る
も
の

に
限
る
。
） 

③ 

第
一
項
の
合
意
に
は
、
被
疑
者
若
し
く
は
被
告
人
が
す
る
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
行
為
又
は
検
察
官
が
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
付
随
す
る

事
項
そ
の
他
の
合
意
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
そ
の
内
容
と
し

て
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
項
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
四
十
五
条 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁

刑
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘

禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
中
「
有
期
懲
役
」
を
「
有

期
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め

る
。 第

六
条
第
一
項
各
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
及
び
「
懲

役
又
は
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
」
を
「
二
年
以

下
の
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に

（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
四
十
五
条 

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

二
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁

刑
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘

禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
有
期
懲
役
」
を
「
有

期
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め

る
。 第

六
条
第
一
項
各
号
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
及
び
「
懲

役
又
は
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
懲
役
又
は
禁
錮

の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
」
を
「
二
年
以

下
の
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
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改
め
る
。 

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
懲
役
又
は
」
を
「
拘
禁
刑
又
は
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
第
十
号
イ
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に

改
め
る
。 

改
め
る
。 

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
懲
役
又
は
」
を
「
拘
禁
刑
又
は
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
第
十
号
イ
中
「
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
」
を
「
拘
禁
刑
」
に

改
め
る
。 

 
 

 
   


